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   高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例及

び高山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 （高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第１条 高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

（平成２４年高山市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護におい

ては、次の各号に掲げるサービスを提供する

ものとする。 

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護におい

ては、次の各号に掲げるサービスを提供する

ものとする。 

⑴ 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士

又は介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「施行令」という。）第３

条第１項に定める者をいう。以下この章に

おいて同じ。）が、定期的に利用者の居宅

を巡回して行う日常生活上の世話（以下こ

の章において「定期巡回サービス」という。） 

⑴ 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士

又は法第８条第２項に規定する政令で定め

る者（介護保険法施行規則（平成１１年厚

生省令第３６号。以下「施行規則」という。）

第２２条の２３第１項に規定する介護職員

初任者研修課程を修了した者に限る。）を

いう。以下この章において同じ。）が、定

期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生

活上の世話（以下この章において「定期巡

回サービス」という。） 

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略） 

  

（法定代理受領サービスの提供を受けるため

の援助） 

（法定代理受領サービスの提供を受けるため

の援助） 

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者

が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号。以下「施行規則」という。）第６

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者

が施行規則第６５条の４各号のいずれにも該

当しないときは、当該利用申込者又はその家



５条の４各号のいずれにも該当しないとき

は、当該利用申込者又はその家族に対し、居

宅サービス計画（法第８条第２４項に規定す

る居宅サービス計画をいう。）の作成を指定

居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対し

て届け出ること等により、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領

サービスとして受けることができる旨を説明

すること、指定居宅介護支援事業者に関する

情報を提供することその他の法定代理受領サ

ービスを行うために必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

族に対し、居宅サービス計画（法第８条第２

４項に規定する居宅サービス計画をいう。）

の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する

旨を市に対して届け出ること等により、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を

法定代理受領サービスとして受けることがで

きる旨を説明すること、指定居宅介護支援事

業者に関する情報を提供することその他の法

定代理受領サービスを行うために必要な援助

を行わなければならない。 

  

（指定夜間対応型訪問介護） （指定夜間対応型訪問介護） 

第４６条 前条に規定する援助を行うため、指

定夜間対応型訪問介護においては、定期的に

利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問

介護（以下この章において「定期巡回サービ

ス」という。）、あらかじめ利用者の心身の

状況、その置かれている環境等を把握した上

で、随時、利用者からの通報を受け、通報内

容等を基に訪問介護員等（指定夜間対応型訪

問介護の提供に当たる介護福祉士又は施行令

第３条第１項で定める者をいう。以下この章

において同じ。）の訪問の要否等を判断する

サービス（以下「オペレーションセンターサ

ービス」という。）及びオペレーションセン

ター（オペレーションセンターサービスを行

うための次条第１項第１号に規定するオペレ

ーションセンター従業者を置いている事務所

をいう。以下同じ。）等からの随時の連絡に

対応して行う夜間対応型訪問介護（以下この

章において「随時訪問サービス」という。）

を提供するものとする。 

第４６条 前条に規定する援助を行うため、指

定夜間対応型訪問介護においては、定期的に

利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問

介護（以下この章において「定期巡回サービ

ス」という。）、あらかじめ利用者の心身の

状況、その置かれている環境等を把握した上

で、随時、利用者からの通報を受け、通報内

容等を基に訪問介護員等（指定夜間対応型訪

問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８

条第２項に規定する政令で定める者（施行規

則第２２条の２３第１項に規定する介護職員

初任者研修課程を修了した者に限る。）をい

う。以下この章において同じ。）の訪問の要

否等を判断するサービス（以下「オペレーシ

ョンセンターサービス」という。）及びオペ

レーションセンター（オペレーションセンタ

ーサービスを行うための次条第１項第１号に

規定するオペレーションセンター従業者を置

いている事務所をいう。以下同じ。）等から

の随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問



介護（以下この章において「随時訪問サービ

ス」という。）を提供するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

第６０条 指定地域密着型サービスに該当する

認知症対応型通所介護（以下「指定認知症対

応型通所介護」という。）の事業は、要介護

状態となった場合においても、その認知症（法

第５条の２に規定する認知症をいう。以下同

じ。）である利用者（その者の認知症の原因

となる疾患が急性の状態にある者を除く。以

下同じ。）が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう生活機能の維持又は向上

を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立

感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る

ものでなければならない。 

第６０条 指定地域密着型サービスに該当する

認知症対応型通所介護（以下「指定認知症対

応型通所介護」という。）の事業は、要介護

状態となった場合においても、その認知症（法

第５条の２第１項に規定する認知症をいう。

以下同じ。）である利用者（その者の認知症

の原因となる疾患が急性の状態にある者を除

く。以下同じ。）が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう生活機能の維持又

は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及

び機能訓練を行うことにより、利用者の社会

的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに

利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図るものでなければならない。 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホーム

をいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に

規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介

護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設

又は特定施設に併設されていない事業所にお

いて行われる指定認知症対応型通所介護をい

う。以下同じ。））の事業を行う者及び併設

型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人

ホーム等に併設されている事業所において行

われる指定認知症対応型通所介護をいう。以

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホーム

をいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に

規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介

護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設

又は特定施設をいう。以下この項において同

じ。）に併設されていない事業所において行

われる指定認知症対応型通所介護をいう。以

下同じ。）の事業を行う者及び併設型指定認

知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等

に併設されている事業所において行われる指



下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者の員数

は、次のとおりとする。 

定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）

の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者の員数は、次の

とおりとする。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

  

（管理者） （管理者） 

第８３条 （略） 第８３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅

介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定複合型サービス事業所（第１９

３条に規定する指定複合型サービス事業所を

いう。次条において同じ。）等の従業者又は

訪問介護員等（介護福祉士又は施行令第３条

第１項で定める者をいう。次条、第１１１条

第２項、第１１２条及び第１９３条において

同じ。）として３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、指定

地域密着型サービス基準第６４条第３項に規

定する厚生労働大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅

介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定複合型サービス事業所（第１９

３条に規定する指定複合型サービス事業所を

いう。次条において同じ。）等の従業者又は

訪問介護員等（介護福祉士又は介護保険法施

行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第

１項で定める者をいう。次条、第１１１条第

２項、第１１２条、第１９２条第３項及び第

１９３条において同じ。）として３年以上認

知症である者の介護に従事した経験を有する

者であって、指定地域密着型サービス基準第

６４条第３項に規定する厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているものでなければならな

い。 

  

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方 （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方



針） 針） 

第２０８条 指定地域密着型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

第２０８条 指定地域密着型通所介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 指定地域密着型通所介護従業者は、指定

地域密着型通所介護の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、サービスの提供方法等に

ついて、理解しやすいように説明を行うも

のとする。 

⑷ 地域密着型通所介護従業者は、指定地域

密着型通所介護の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行うものと

する。 

⑸・⑹ （略） ⑸・⑹ （略） 

  

（地域密着型通所介護計画の作成） （地域密着型通所介護計画の作成） 

第２０９条 （略） 第２０９条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定地域密着型通所介護従業者は、それぞ

れの利用者について、地域密着型通所介護計

画に従ったサービスの実施状況及び目標の達

成状況の記録を行う。 

５ 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの

利用者について、地域密着型通所介護計画に

従ったサービスの実施状況及び目標の達成状

況の記録を行う。 

  

 （準用）  （準用） 

第２３２条 第９条から第１３条まで、第１５

条から第１８条まで、第２０条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４

１条、第５３条、第６７条、第６８条、第７

２条、第７４条から第７８条の２まで、第２

０３条、第２０５条、第２０６条第４項並び

に第２０７条から第２１１条までの規定は、

共生型地域密着型通所介護の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項中

「第３１条に規定する運営規程」とあるのは

「第２１０条に規定する重要事項に関する規

程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通

第２３２条 第９条から第１３条まで、第１５

条から第１８条まで、第２０条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４

１条、第５３条、第６７条、第６８条、第７

２条、第７４条から第７８条の２まで、第２

０３条、第２０５条、第２０６条第４項並び

に第２０７条から第２１１条までの規定は、

共生型地域密着型通所介護の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項中

「第３１条に規定する運営規程」とあるのは

「第２１０条に規定する重要事項に関する規

程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通



所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型

地域密着型通所介護従業者」という。）」と、

第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護従業者」と、第５３条中「訪問介護

員等」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と、第７４条第３項中「認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「共生型地

域密着型通所介護従業者」と、第２０６条第

４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着

型通所介護事業者が第１項の設備を利用し、

夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）」とあ

るのは「共生型地域密着型通所介護事業者が

共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利

用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所

介護以外のサービスを提供する場合」と、第

２０８条第４号及び第２０９条第５項「指定

地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共

生型地域密着型通所介護従業者」と、第２１

１条第２項第２号中「次条において準用する

第２０条第２項」とあるのは「第２０条第２

項」と、同項第３号中「次条において準用す

る第２８条」とあるのは「第２８条」と、同

項第４号中「次条において準用する第３８条

第２項」とあるのは「第３８条第２項」と、

同項第５号中「次条において準用する第７８

条第２項」とあるのは「第７８条第２項」と、

同項第６号中「次条において準用する第７８

条の２第２項」とあるのは「第７８条の２第

２項」と読み替えるものとする。 

所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型

地域密着型通所介護従業者」という。）」と、

第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護従業者」と、第５３条中「訪問介護

員等」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と、第７４条第３項中「認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「共生型地

域密着型通所介護従業者」と、第２０６条第

４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着

型通所介護事業者が第１項の設備を利用し、

夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）」とあ

るのは「共生型地域密着型通所介護事業者が

共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利

用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所

介護以外のサービスを提供する場合」と、第

２０８条第４号及び第２０９条第５項中「地

域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生

型地域密着型通所介護従業者」と、第２１１

条第２項第２号中「次条において準用する第

２０条第２項」とあるのは「第２０条第２項」

と、同項第３号中「次条において準用する第

２８条」とあるのは「第２８条」と、同項第

４号中「次条において準用する第３８条第２

項」とあるのは「第３８条第２項」と、同項

第５号中「次条において準用する第７８条第

２項」とあるのは「第７８条第２項」と、同

項第６号中「次条において準用する第７８条

の２第２項」とあるのは「第７８条の２第２

項」と読み替えるものとする。 
  

 （高山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第２条 高山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定



める条例（平成２４年高山市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

第４条 指定地域密着型介護予防サービスに該

当する介護予防認知症対応型通所介護（以下

「指定介護予防認知症対応型通所介護」とい

う。）の事業は、その認知症（法第５条の２

に規定する認知症をいう。以下同じ。）であ

る利用者（その者の認知症の原因となる疾患

が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）

が可能な限りその居宅において、自立した日

常生活を営むことができるよう、必要な日常

生活上の支援及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の心身機能の維持回復を図り、も

って利用者の生活機能の維持又は向上を目指

すものでなければならない。 

第４条 指定地域密着型介護予防サービスに該

当する介護予防認知症対応型通所介護（以下

「指定介護予防認知症対応型通所介護」とい

う。）の事業は、その認知症（法第５条の２

第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）

である利用者（その者の認知症の原因となる

疾患が急性の状態にある者を除く。以下同

じ。）が可能な限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことができるよう、必要

な日常生活上の支援及び機能訓練を行うこと

により、利用者の心身機能の維持回復を図り、

もって利用者の生活機能の維持又は向上を目

指すものでなければならない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


